
 
広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約 

 
 （名称） 
第１条 本会は，広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会と称する。 
 
（目的） 
第２条 本県において，公共事業執行のＩＴ化であるＣＡＬＳ/ＥＣを受発注者一体となっ
て推進するため，意見交換や必要な調整を行いながら，それぞれの取組の方向性や内容
について整合を図るとともに，ＣＡＬＳ/ＥＣの着実な浸透を目指した普及促進活動を行
う。 
 
 （事業） 
第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 
(1)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣに関する受発注者の意見交換及び連絡調整 
(2)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣの普及促進 
 
 （会員） 
第４条 会員は別表１のとおりとする。 
 
 （役員） 
第５条 本会に，次の役員を置く。 
 (1)会長   １名 
 (2)副会長  １名 
 
 （役員の選任） 
第６条 会長は，広島県土木部技監をもって充てる。 
２ 副会長は，財団法人広島県建設技術センター理事長をもって充てる。 
 
 （役員の職務） 
第７条 会長は，本会を代表して会務を統轄する。 
２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。 
 
 （会議） 
第８条 会議は，必要に応じ会長が召集する。 
 
 （電子納品分科会） 
第９条 本会の電子納品に関連した業務について，より詳細な調整を行うため，電子納品
分科会を置く。 
２ 電子納品分科会は別表２の機関から，各機関の長が推薦した者により構成する。 
３ 分科会に，会を統轄する班長を置く。 
 
（事務局） 
第 10 条 本会及び分科会の事務局は広島県土木部総務管理局技術指導室に置く。 
 
  附 則 
 この規約は，平成１６年 １月２０日から施行する 
  附 則 
 この規約は，平成１６年 ７月 ８日から施行する 
  附 則 
 この規約は，平成１７年 ６月１６日から施行する 
  附 則 
 この規約は，平成１８年 ４月 １日から施行する 
  附 則 
 この規約は，平成１８年１１月 ７日から施行する 
 



別表１ 
広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会会員 

 
 会 長 広島県土木部技監 
 副 会 長 財団法人広島県建設技術センター理事長 
 会 員 ( 県 ) 広島県総務部財務局営繕室長 
  広島県農林水産部農林整備局農林整備管理室長 
 広島県土木部総務管理局建設産業室長 
 

 
広島県都市部都市事業局下水道室長 

 会 員 ( 市 町 ) 広島市都市整備局指導部技術管理課長 
  呉市土木建設部土木課長 
  福山市建設局建設管理部技術検査課長 
  坂町産業建設課長 
  北広島町建設課長 
 会 員 ( 外 郭 ) 広島県道路公社建設課長 
  広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 
 会員(受注者) 社団法人広島県建設工業協会情報化担当役員 
  広島県建設業協会連合会情報化担当役員 
  社団法人広島県管工事業協会情報化担当役員 
  社団法人広島県造園建設業協会情報化担当役員 
  社団法人広島県法面協会情報化担当役員 
  社団法人広島県リフォーム建設協会情報化担当役員 
  社団法人広島県浄化槽協会情報化担当役員 
  社団法人広島電業協会情報化担当役員 
  広島県土地改良事業団体連合会情報化担当役員 
  社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部情報化担当役員 
  社団法人広島県測量設計業協会情報化担当役員 
  社団法人中国地質調査業協会広島県支部情報化担当役員 
 社団法人広島県建築士事務所協会情報化担当役員 
 社団法人全国上下水道コンサルタント協会中国・四国支部情報化担当役員 
 

 
社団法人日本下水道施設業協会中国支部情報化担当役員 

 会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課課長補佐 
 (アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合センター中国地方センター長 
 事 務 局 広島県土木部総務管理局技術指導室長 

別表２ 
電子納品分科会構成員 所属機関 

 
 班 長 広島県土木部総務管理局技術指導室 
  広島県都市部都市事業局下水道室 
  広島県総務部財務局営繕室 
  広島県農林水産部農林整備局農林整備管理室 
  財団法人広島県建設技術センター 
  呉市土木建設部 

 社団法人広島県建設工業協会 
 広島県建設業協会連合会 
 社団法人広島県管工事業協会 
 社団法人広島電業協会 
 広島県土地改良事業団体連合会 
 社団法人広島県測量設計業協会 
 社団法人広島県建築士事務所協会 
 社団法人全国上下水道コンサルタント協会中国四国支部 
 社団法人日本下水道施設業協会中国支部 

 


